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令和２年度点訳奉仕者初級養成講習会実施要項 

 

１．目的 

   視覚障がい者福祉に理解と熱意のある人に、点訳技術を習得していただき、点訳奉仕者

として点字図書の製作等に携わっていただくことで、点字図書の増加等を図り、視覚障が

い者福祉の増進を図ることを目的に開催します。 

 

２．実施機関  三重県視覚障害者支援センター 

 

３．開催回数、日時及び会場 

（１）開催日・回数  ３日間６回 

（２）開催日時  第１回 ５月 ９日（土）  １０：００～１２：００ 

第２回 ５月 ９日（土）  １３：００～１５：００ 

第３回 ５月３０日（土）  １０：００～１２：００ 

第４回 ５月３０日（土）  １３：００～１５：００ 

第５回 ６月  ６日（土）  １０：００～１２：００ 

第６回 ６月  ６日（土）  １３：００～１５：００ 

（３）開催会場  三重県視覚障害者支援センター 

（津駅から徒歩 約１０分・「三重県社会福祉会館」 １階） 

 

４．受講対象者 

   原則として、次の各条件に該当する方とします。 

（１）視覚障がい者の福祉に理解と熱意のある方 

（２）県内に在住する１８歳以上の方 

（３）３日間６回の講習会に参加できる方 

（４）令和２年６月～１１月の土曜日に開催する１０日間の点訳奉仕者中級養成講習会  

       に参加可能な方 

 

５．募集人員及び受講申込方法 

（１）募集人員   ２０名（応募多数の場合は、申込書等を参考に選考） 

（２）申込締切日  令和２年４月２４日（金） 

（３）申込方法   別添申込書に記入のうえ、次ページ「１０ 問い合わせ先」に記載の  

          ＦＡＸ・電子メール又は郵送で申し込む。 

         （要項・申込書はホームページにも掲載しています。問い合わせ頂けれ 

          ば郵送いたします） 

（４）受講の可否は、令和２年４月３０日（木）までに、本人に通知します。 
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６．講習内容及び講師 

（１）内容 

  ① 視覚障がいについて 

  ② 視覚障がい者とボランティアについて 

  ③ 点訳の基礎知識及び実技 

（２）講師  三重県視覚障害者支援センター職員 

 

７．点訳奉仕者の協力 

（１）本講習会を受けた点訳奉仕者は、三重県視覚障害者支援センター、市町等からの依頼

による図書や文書の点訳、広報活動、教育、文化活動等の地域活動について、御協力

ください。 

（２）本講習会を受けた点訳奉仕者は、点字図書の製作及び普及に御協力ください。 

 

８．受講料 

無料 

ただし、テキスト代１，５４０円及び点字器代１，９８０円が必要です。また、会場ま

での旅費は自己負担です。 

※既に、テキスト「点訳のてびき第４版」、点字器を持っている方は、購入する必要は

ありません。 

 

９．その他 

 （１）本講習会の修了者には、修了証を交付します。 

 （２）三重県視覚障害者支援センターは、申込者の個人情報について申込者の許諾無しに本   

    講習会用務以外には使用しません。 

 

 

10．問い合わせ先           

                         

                 三重県視覚障害者支援センター   担当：大澤 

                 〒 5 1 4 - 0 0 0 3   津 市 桜 橋 二 丁 目 1 3 1 番 地  

                 電 話 ： 059-213-7300  FAX： 059-228-8425                     

                 メ ー ル ア ド レ ス ： m i e t e n @ z c . z t v . n e . j p  

ホームページ：http://www.zc.ztv.ne.jp/mieten/p/ 


